三島市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集要項

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第９条第１項の規定に基づき、三島市農業委員会における農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集を行います。
１　推薦・募集の対象
(1)  農業委員
(2)  農地利用最適化推進委員
　※農業委員と推進委員の推薦・応募の手続きは同時に行うことができ、それぞれの候補者になれますが、任命の時点で両方を兼務することはできません。
２　募集人数
　(１) 農業委員　１４名　担当区域なし
　(２) 農地利用最適化推進委員　１１名　担当区域（１１区域）ごとに募集
　　※担当区域は別表「三島市農地利用最適化推進委員担当区域表」のとおりです。
３　任用期間
　(１) 農業委員　　
　　　　令和８年７月２０日～令和１１年７月１９日
　(２) 農地利用最適化推進委員
　　　　農業委員会から委嘱された日（令和８年７月２０日）～令和１１年７月１９日
４　職務内容
(１) 農業委員
農業委員会の総会に出席し、農地法や他の法令に基づく、農地の権利に係る許可等に関して審議を行います。また審議に関する現地調査を行います。
[bookmark: _GoBack](２) 農地利用最適化推進委員
　　　　農業委員と連携して、担当する区域において、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に関する活動を行います。
５　身　分　　三島市の特別職の非常勤職員
６　報　酬　　月額２９，０００円
７　推薦・募集の期間
　　令和８年３月２日（月）～令和８年３月３１日（火）【期限内必着】
８　推薦・応募の方法
(1)  募集方法
1 個人（農業者３名以上推薦）又は法人・団体による推薦
② 個人による応募
　(２) 提出書類
推薦申込書または応募申込書に必要事項を記入し、押印のうえ郵送または持参により提出してください。※提出書類は返却いたしません。　
(３) 提出先
　　　下記〔13　問い合わせ先〕へご提出ください。
　　　（持参の場合は、開庁日の8：30から17：15まで）
９　推薦を受ける者又は応募する者の資格
(1)  各委員における資格
　　① 農業委員
　　　　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
　　② 農地利用最適化推進委員
　　　　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、担当する区域において、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができる者
　(２) 次のいずれかに該当する者は、委員となることはできません。
　　① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
　　② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
10　選　考
　　推薦及び応募による総数が、〔２　募集人数〕を超えた場合又は市長若しくは農業委員会が必要と認めた場合は、「農業委員会委員等選考委員会」を開催し、提出された書類をもとにそれぞれ選考します。なお、必要に応じて面接を実施する場合があります。
11　結果通知
　　令和８年６月下旬までに申込者全員に文書で通知します。
12　情報の公表
　　募集期間の中間・募集終了後に、三島市ホームページで以下の内容について公表します。
　　① 推薦をする者（個人）については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」
　　② 推薦をする者（法人・団体）については、「名称」「目的」「代表者の氏名」「構成員の数」「構成員の資格、要件」
　　③ 推薦を受ける者又は応募する者は、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び「農業経営の状況」
　　④ 推薦又は応募の理由
　　⑤ 農業委員の推薦を受ける者が農地利用最適化推進委員の推薦を受けているか、また、応募する者が農地利用最適化推進委員に応募しているか
　　⑥ 農地利用最適化推進委員の推薦を受ける者が農業委員の推薦を受けているか、また、応募する者が農業委員に応募しているか
　　⑦ 推薦を受けた者の数及び農業委員の場合にはそのうちの認定農業者の数
　　⑧ 応募した者の数及び農業委員の場合にはそのうちの認定農業者の数
　13　問い合わせ先
〒411-8666　三島市北田町４番４７号　三島市農業委員会事務局（大社町別館２階）
電話：０５５－９８３－２６７４　FAX：０５５－９８１－７７２０


別表

農地利用最適化推進委員担当区域（委員定数11人）
	地区
	担当区域
	町　　　　名
	委員数

	北上
	北上１
	加屋町・清住町・三好町・西本町・栄町・西若町
緑町・南町・泉町・寿町・本町・南本町・芝本町
一番町・中央町・北田町・中田町・南田町・富田町
広小路町・南二日町・大宮町１～３・文教町１～２
東町・加茂川町・（若松町）・加茂・日の出町
東本町１～２・大社町・幸原町１～２・壱町田
千枚原・沢地・光ヶ丘１～３・富士見台・徳倉
萩・富士ビレッジ
	１

	
	北上２
	佐野
	１

	錦田
	錦田１
	谷田(一部除く)・谷田（小山・小山押切・桜ヶ丘
・並木・雪沢・小山中島）
	１

	
	錦田２
	谷田（御門・夏梅木）・中
	１

	
	錦田３
	竹倉・玉沢・柳郷地・谷田（台崎）
	１

	
	錦田４
	川原ヶ谷・旭ヶ丘・初音台・三恵台
川原ヶ谷（山田・元山中・小沢）
	１

	
	錦田５
	市山新田・谷田（阿部野）・塚原新田
谷田（ｶｼﾗｶﾞｼ・菖蒲沢・藤久保・池ヶ洞）
	１

	
	錦田６
	三ツ谷新田（大字三島含む）・笹原新田・山中新田
	１

	中郷
	中郷１
	新谷・梅名・青木・鶴喰・八反畑・藤代町
	１

	
	中郷２
	平田・玉川・安久・御園・長伏・松本
	１

	
	中郷３
	中島・大場・多呂・北沢
	１




